
議案第４５号 

 

   南あわじ市都市計画審議会条例及び南あわじ市国土利用計画審議 

会条例の一部を改正する条例制定について 

 

 南あわじ市都市計画審議会条例及び南あわじ市国土利用計画審議会条例の一

部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  

  令和５年６月１日提出 

 

 南あわじ市長 守 本 憲 弘  



南あわじ市条例第  号 

 

   南あわじ市都市計画審議会条例及び南あわじ市国土利用計画審議 

会条例の一部を改正する条例 

 

 （南あわじ市都市計画審議会条例の一部改正） 

第１条 南あわじ市都市計画審議会条例（平成 17 年南あわじ市条例第 224 号）

の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項に次のただし書を加える。 

   ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。 

  第９条中「建設課」を「都市政策室」に改める。 

 （南あわじ市国土利用計画審議会条例の一部改正） 

第２条 南あわじ市国土利用計画審議会条例（平成 21 年南あわじ市条例第 43

号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項に次のただし書を加える。 

   ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。 

  第７条中「建設課」を「都市政策室」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



南あわじ市都市計画審議会条例新旧対照表（第１条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第６条 略 

（会議） 

第７条 審議会は、会長が招集する。 

 

２～４ 略 

第１条～第６条 略 

（会議） 

第７条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開か

れる会議は、市長が招集する。 

２～４ 略 

 

第８条 略 第８条 略  

（庶務） （庶務）  

第９条 審議会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。 第９条 審議会の庶務は、産業建設部都市政策室において処理する。  

第10条 略 第10条 略  

   

 



南あわじ市国土利用計画審議会条例新旧対照表（第２条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第４条 略 第１条～第４条 略  

 （会議）  （会議）  

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 第５条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委

員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。 

 

２・３ 略 ２・３ 略  

第６条 略 第６条 略  

（庶務） （庶務）  

第７条 審議会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。 第７条 審議会の庶務は、産業建設部都市政策室において処理する。  

第８条 略 第８条 略  

   

 



議案第４６号 

 

南あわじ市淡路人形浄瑠璃保存伝承検討委員会条例を廃止する条 

例制定について 

 

 南あわじ市淡路人形浄瑠璃保存伝承検討委員会条例を廃止する条例を別紙の

とおり制定する。 

 

  令和５年６月１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 



南あわじ市条例第  号 

 

   南あわじ市淡路人形浄瑠璃保存伝承検討委員会条例を廃止する条 

例 

 

南あわじ市淡路人形浄瑠璃保存伝承検討委員会条例（令和４年南あわじ市条

例第 23 号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正） 

２ 南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（平成 17 年南あわじ市条例第 33 号）の一部を次のように改正する。 

  別表淡路人形浄瑠璃保存伝承検討委員会の部を削る。 



南あわじ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

別表（第１条関係） 別表（第１条関係）  

区分 報酬の額 

教育委員会～松帆銅鐸調査研究委員会 略 

淡路人形浄瑠璃保

存伝承検討委員会 

委員長 日額15,000円 

委員 日額8,000円 

スポーツ推進委員～保育所等運営事業者選定委員会委員 略 
 

区分 報酬の額 

教育委員会～松帆銅鐸調査研究委員会 略 

 

スポーツ推進委員～保育所等運営事業者選定委員会委員 略 
 

 

 



議案第４７号 

 

南あわじ市慶野松原駐車場条例制定について 

 

南あわじ市慶野松原駐車場条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和５年６月１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  



南あわじ市条例第  号 

 

南あわじ市慶野松原駐車場条例 

 

（設置） 

第１条 名勝慶野松原（以下「名勝地」という。）の文化財の保全及び維持管

理を図るため、並びに名勝地周辺道路交通の円滑化を図り来訪者の利便性を

向上させるため、南あわじ市慶野松原駐車場（以下「駐車場」という。）を

設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

慶野松原駐車場 南あわじ市松帆慶野1091番地先 

（開設期間） 

第３条 駐車場の開設期間は、毎年７月上旬から８月下旬までの間とする。た

だし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

（利用時間） 

第４条 駐車場の利用時間は、午前８時から午後５時までとする。ただし、市

長が必要があると認めるときは、当該利用時間を変更することができる。 

（使用料） 

第５条 駐車場を利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、別表に

定める使用料を納付しなければならない。 

（使用料の減免） 

第６条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除

することができる。 

 （名勝地の保全及び維持管理費用） 

第７条 第５条の規定により納付された使用料は、名勝地の保全及び維持管理

費用に充当するものとする。 



（駐車の拒否） 

第８条 市長は、利用者の車両が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車

を拒否することができる。 

⑴ 駐車場の構造上駐車させることができないもの 

⑵ 発火性、引火性等の危険物を積載しているもの 

⑶ 駐車場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるもの 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められるも

の 

（禁止行為） 

第９条 駐車場においては、次に揚げる行為をしてはならない。 

⑴ みだりに火気を使用すること。 

⑵ 他の利用者の駐車を妨げること。 

⑶ 駐車場の施設又は設備を汚損し、又は損傷すること。 

⑷ 車両の駐車以外の目的で利用すること。 

（損害賠償の義務） 

第10条 故意又は過失により駐車場内の文化財、建物、附属設備等を損傷し、

又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければな

らない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額

を減額し、又はこれを免除することができる。 

 （委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

区分 使用料（１日当たり） 

バス等大型車（全長が５mを超える

もの及び牽引車両を含む。） 

2,000円 



普通車(全長が５m以下のもの) 700円 

二輪車 200円 
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